
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
の
戸
数

特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
の
住
宅
の
区
分
は
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
長
屋
又
は
共

同
住
宅
と
し
、
特
定
建
設
工
事
業
者
の
要
件
で
あ
る
一
年
間
に
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
の
戸
数
の
下
限
は
、

一
戸
建
て
の
住
宅
に
つ
い
て
は
三
百
戸
、
長
屋
又
は
共
同
住
宅
に
つ
い
て
は
千
戸
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

二

請
負
型
規
格
住
宅
に
係
る
報
告
及
び
立
入
検
査

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
建
設
工
事
業
者
に
対
し
、
新
た
に
建
設
し
た
請
負
型
規
格
住
宅
の
戸
数
並
び
に
請
負
型
規
格

住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
及
び
そ
の
向
上
に
関
す
る
事
項
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た

、
国
土
交
通
大
臣
は
、
そ
の
職
員
に
、
特
定
建
設
工
事
業
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
又
は
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新

た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
若
し
く
は
そ
の
工
事
現
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
請
負
型
規
格
住
宅
、
当
該
請
負
型
規
格

住
宅
の
建
築
設
備
、
建
築
材
料
及
び
設
計
図
書
そ
の
他
の
関
係
書
類
並
び
に
帳
簿
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と



す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

三

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
対
象
の
拡
充
に
係
る
建
築
物
の
容
積
率
特
例
の
対
象
と
な
る
床
面
積

認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
係
る
申
請
建
築
物
に
自
他
供
給
型
熱
源
機
器
等
を
設
置
す
る
場
合
の

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に

算
入
し
な
い
床
面
積
は
、
申
請
建
築
物
の
床
面
積
の
う
ち
、
通
常
の
建
築
物
の
床
面
積
を
越
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
当
該
床
面
積
が
当
該
申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
の
十
分
の

一
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
合
計
の
十
分
の
一
）
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
二
項
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

関
係
政
令
の
一
部
改
正

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
そ
の
他
の
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

附
則

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施



行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


